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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
酸素が溶存する液体の送液管中に、後工程の降圧部で過飽和となる量の脱酸素用気体を添
加し、この脱酸素用気体を添加した液体を昇圧部へ供給し、この昇圧部で上記液体を、前
記添加された脱酸素用気体が完全に液体中に溶解するように飽和溶解圧力以上の圧力に昇
圧し、その後、当該液体の圧力を降圧して、液体中から脱酸素用気体とともに酸素を除去
する液体中の溶存酸素除去方法であって全工程が大気圧以上で行われる方法。
【請求項２】
酸素が溶存する液体を送液管へ導く送液手段と、送液管に設けた昇圧部と、この昇圧部の
上流に脱酸素用気体を合流させる合流部と、上記昇圧部の下流において昇圧された液体を
降圧する降圧部とを備え、脱酸素用気体を合流させて、後工程の降圧部で過飽和となる量
の脱酸素用気体を存在させるとともに、この液体を、前記添加された脱酸素用気体が完全
に液体中に溶解するように飽和溶解圧力以上の圧力に昇圧した後に、上記降圧部で当該液
体の圧力を降圧して液体中から脱酸素用気体とともに酸素を除去する液体中の溶存酸素除
去装置であって全体が大気圧以上で行われるように構成されている装置。
【請求項３】
上記昇圧部は、昇圧ポンプと、この昇圧ポンプの下流に送液管を介して接続した圧力調整
手段とからなる請求項２記載の液体中の溶存酸素除去装置。
【請求項４】
上記降圧部は、気液分離機能を備えた請求項２または３に記載の液体中の溶存酸素除去装
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置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液体中の溶存酸素を除去する方法及び装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　液体中の溶存酸素の除去方法として、例えば、以下に示す特許文献1～４に記載された
、液体に窒素ガスを混合してから減圧して溶存酸素を除去するものが従来から知られてい
る。
＜特許文献１＞
　特許文献１に記載された方法は、処理対象水と窒素ガスとをスタティックミキサで乱流
混合するだけであり、その後、このスタティックミキサに連結した気液分離ラインで上記
窒素ガスを混合した処理対象水を減圧して気液分離するものである。
【０００３】
＜特許文献２＞
　特許文献２に記載された方法は、常温の処理対象水中に、窒素ガス注入装置で窒素ガス
を微小気泡状として注入し、配管内で混合撹拌し、被処理水中の溶存酸素を窒素ガスの微
小気泡中に放出させる。そして、この窒素ガスの気泡が大きくならないようにしながら、
処理対象水を、窒素ガス雰囲気を保持したブレイクタンク内に噴出拡散させる。このよう
にブレイクタンク内に噴出拡散させることによる圧力低下により溶存酸素を放出するので
ある。
【０００４】
＜特許文献３＞
　特許文献３に記載された方法は、処理対象の水を加圧状態のまま第１気液混合槽にて窒
素ガスと混合し、第１気液混合槽で混合した気液混合水をただちに減圧して気液を一次分
離する。さらに、第１気液分離槽で気液分離された処理水を第二気液混合槽へ移送して窒
素ガスと再度混合し、第二気液混合槽で得られた気液混合水をただちに減圧して気液を二
次分離するものである。
＜特許文献４＞
　特許文献４に記載された方法は、処理対象の液体を密封式の耐圧容器に収納し、この耐
圧容器のヘッドスペースに、高圧の窒素ガスを導入して、液体を直接加圧する。その後に
、加圧された液体を、大気圧まで減圧して液体の溶存酸素を除去するものである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００１－１２９３０４号公報
【特許文献２】特許第２８３６８２１号公報
【特許文献３】特開２００８－２６４６８６号公報
【特許文献４】特開２００６－１４１３１９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上記特許文献１～３に記載された従来の窒素混合法では、単に、液体に窒素ガスを混合
しているだけで、特に、液体中に窒素ガスを溶解させるために圧力をかける考え方はない
。
　例えば、特許文献１に記載された方法は、処理対象水と窒素ガスとを混合しているだけ
である。特許文献２に記載された方法は、処理対象水に混合した窒素ガスの気泡が大きく
ならないようにしているもので、処理対象水に圧力をかけて窒素ガスを溶解させるという
考え方はない。特許文献３に記載された方法は、気液混合槽で混合した気液混合水をただ
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ちに減圧して気液を分離するものであって、この場合にも、処理対象水に圧力をかけて窒
素ガスを溶解させるという考え方はない。
【０００７】
　いずれにしても、特許文献１～３に記載された方法では、液体に脱酸素用気体を溶解さ
せるために圧力をかけていないので、液体中にたくさんの脱酸素用気体を溶解させること
ができない。脱酸素用気体の溶解量が少なければ少ないほど脱酸素量が少なくなり、溶存
酸素量の除去効率が悪くなるという問題があった。このように脱酸素用気体の液体への溶
解量が少なくても、脱酸素用気体を大量に供給すれば、脱酸素量を上げることもできるが
、その場合には脱酸素用気体の消費量が非常に多くなってしまうという問題が発生する。
【０００８】
　さらに、特許文献４の方法では、窒素ガスによって液体を加圧して窒素ガスの溶解度を
高めるようにするので、高圧の窒素ガスを大量に必要とする。そのため、窒素ガスの消費
量が多くなるという問題がある。また、高圧容器内に液体を入れてから、窒素ガスでその
液体を加圧するので、連続処理に不向きであるという問題もある。
【０００９】
　この発明の目的は、液体中の溶存酸素を効率的に除去できるとともに、連続処理が可能
な液体の溶存酸素除去方法及び液体の溶存酸素除去装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　第１の発明の液体中の溶存酸素除去方法は、酸素が溶存する液体の送液管中に、過飽和
となる量の脱酸素用気体を添加し、この脱酸素用気体を添加した液体を昇圧部へ供給し、
この昇圧部で上記液体を昇圧し、その後、当該液体の圧力を降圧して、液体中から脱酸素
用気体とともに酸素を除去する点に特徴を有する。
　第２の発明は、上記昇圧部で、上記液体を飽和溶解圧力以上に昇圧する点に特徴を有す
る。
　なお、上記飽和溶解圧力とは、気体を完全に液体中に溶解させるために必要な圧力のこ
とである。
【００１１】
　第３の発明は、酸素が溶存する液体を送液管へ導く送液手段と、送液管に設けた昇圧部
と、この昇圧部の上流に脱酸素用気体を合流させる合流部と、上記昇圧部の下流において
昇圧された液体を降圧する降圧部とを備え、脱酸素用気体を合流させて、液体中に脱酸素
用気体を過飽和状態に保つとともに、この液体を昇圧した後に、上記降圧部で当該液体の
圧力を降圧して液体中から脱酸素用気体とともに酸素を除去する点に特徴を有する。
【００１２】
　第４の発明は、上記昇圧部が、昇圧ポンプと、この昇圧ポンプの下流に送液管を介して
接続した圧力調整手段とからなる点に特徴を有する。
　第５の発明は、上記降圧部が、気液分離機能を備えた点に特徴を有する。
【発明の効果】
【００１３】
　第１～第５の発明では、酸素が溶存する液体に、過飽和となる量の脱酸素用気体を合流
させてから昇圧して、その後に降圧して気液分離するので、特許文献１～３のように、液
体を昇圧していない方法と比べて、減圧直前の液体中に、十分な脱酸素用気体を溶解させ
ることができ、その結果、溶存酸素の除去率を高めることができる。
　また、特許文献４のように脱酸素用気体によって液体を加圧する場合と比べて、脱酸素
用気体の消費量を抑えることができる。
　また、第１の発明では、同一の送液管において、脱酸素用気体を合流させる工程と、液
体を昇圧する工程とを連続的に処理できるようにしたので、連続的に溶存酸素を除去する
ことができる。
　さらに、第２の発明では、飽和溶解圧力以上に液体を昇圧するので、液体中の脱酸素用
気体の溶解度を上げることができる。従って、液体を減圧したときの脱酸素量が多くなり
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、効率的な溶存酸素の除去ができる。しかも、添加した脱酸素用気体を全量、液体中に溶
解することができるので、脱酸素用液体を無駄に消費することがなく、効率的である。
　第３の発明によれば、従来のようなバッチ処理とは異なり、連続処理が可能である。
　第４の発明では、昇圧ポンプと圧力調整手段とで昇圧部を構成し、脱酸素用気体を混合
した液体の圧力を調整することができるので、脱酸素用気体の量に応じた適切な圧力を設
定しながら効率のよい処理ができる。
　第５の発明では、降圧部に気液分離機能を備えたので、よりいっそうの連続処理が可能
になる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】この発明の第１実施形態の系統図である。
【図２】この発明の第２実施形態の系統図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　図１に、この発明の溶存酸素除去装置の第１実施形態を示す。
　この溶存酸素除去装置は、この発明の液体の溶存酸素除去方法を実現するものであって
、酸素を溶存した液体を貯蔵したタンク１に送液管２を接続し、この送液管２中で酸素を
除去した脱酸素液を送出口３から排出するようにした装置である。
【００１６】
　上記送液管２には、タンク１の酸素溶存液体を、送液管２へ供給するための、この発明
の送液手段である送液ポンプ４と、液体の圧力を上げるための昇圧ポンプ５とを備えてい
る。これらのポンプ４，５は、例えば、渦流ポンプなどからなり流量制御が可能なもので
ある。
　上記送液ポンプ４とタンク１との間には、これら送液ポンプ４とタンク１との間の送液
路を開閉するための弁６を設けているが、この弁６は装置の運転中は開状態にしておくも
のである。また、図中符号７は、タンク１から酸素を溶存する液体を排出するための排液
弁である。
　なお、上記送液管２に供給された液体は、上記送出口３から排出されるまでは、大気と
は接触しないように構成されている。
【００１７】
　上記送液ポンプ４と昇圧ポンプ５との間には、圧力調整弁８と流量計９とを設けている
。
　上記圧力調整弁８は、この圧力調整弁８と昇圧ポンプ５との間の圧力を調整するもので
ある。
　また、上記圧力調整弁８の下流側であって上記昇圧ポンプ５の上流側には、この発明の
脱酸素用気体である窒素ガスの供給源１１に接続した合流部Ａを設けている。そして、こ
の合流部Ａには、上記液体に対して過飽和となる量の窒素ガスを供給するようにしている
。このように合流部Ａでは、送液管２内の液体に対して過飽和となる量の窒素ガスを合流
させるので、この合流部Ａから昇圧ポンプ５までの間では、飽和量を超えた窒素が気泡と
して存在する。
　なお、上記窒素ガスは、窒素ガスボンベから減圧したものを用いてもよいし、窒素ガス
製造装置で空気から製造したものを用いてもよい。ただし、この窒素ガスは、高圧である
必要はなく、上記合流部Ａにおいて送液管２の液体中に供給可能な圧力を保っていればよ
い。
【００１８】
　また、上記圧力調整弁８は、この調整弁８と昇圧ポンプ５との間の圧力を所定の圧力に
保つためのものである。すなわち、調整弁８と昇圧ポンプ５間の圧力が高すぎると、合流
部Ａにおいて窒素ガスを合流させにくくなるので、上記調整弁８は、調整弁８と昇圧ポン
プ５間の圧力を、窒素ガスを合流させるのに最適に保つようにしている。ただし、合流部
Ａの圧力を安定的に低く保てるなら、この圧力調整弁８は必要ないものである。
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　合流部Ａの圧力を安定的に低く保つための例として、タンク１を合流部Ａよりも高い位
置に保ち、その位置エネルギーを利用し、送液ポンプ４を用いないでタンク１内の上記液
体を合流部Ａに直接導く場合が考えられる。
　さらに、上記圧力調整弁８と昇圧ポンプ５との間に圧力計１０を設け、両者間の圧力を
検出できるようにしている。このように圧力計１０を設けて、圧力調整弁８と昇圧ポンプ
５との間の圧力を検出することによって、上記合流部Ａの圧力が窒素ガスを供給するのに
最適な状態にあるか否かを常に確認でき、上記合流部Ａの圧力を調整し、最適に保つこと
もできる。
【００１９】
　また、上記昇圧ポンプ５の下流側には、所定の距離をおいて圧力調整手段１２を設けて
いる。この圧力調整手段１２によって昇圧ポンプ５の吐出圧を調整できる。従って、送液
管２中の窒素ガスが液体中に溶解するまで、圧力を昇圧できる。
　なお、上記昇圧ポンプ５と圧力調整手段１２とでこの発明の昇圧部Ｂを構成するもので
ある。
　この昇圧部Ｂにおいて送液管２内の液体を昇圧して、窒素ガスをより多く溶解させるよ
うにしている。このとき、昇圧部Ｂの圧力を飽和溶解圧力以上に昇圧すれば、上記合流部
Ａで合流させた過飽和の窒素ガスを全量溶解させることもでき、窒素ガスを無駄に消費す
ることがない。
　また、昇圧部Ｂには圧力計１３を設け、昇圧部Ｂの圧力を計測している。このように、
昇圧部Ｂの圧力を計測することにより、昇圧部Ｂにおける圧力を、窒素ガスを溶解させる
のに最適な圧力に保つことができる。
【００２０】
　さらに、上記昇圧部Ｂの下流側、すなわち上記圧力調整手段１２の下流側を降圧部Ｃと
し、酸素及び窒素が溶融している液体の圧力を下げて気液分離を行なう。
　この降圧部Ｃには、送液管２に圧力調整手段１４を設けて送出口３に接続するとともに
、送液管２から分岐する脱気配管１５を設けている。この脱気配管１５は、絞り弁１６を
介して排気口１７に接続している。なお、上記送出口３及び排気口１７は、降圧部Ｃの圧
力よりも低圧にした環境に開放している。
【００２１】
　また、降圧部Ｃでは、上記圧力調整手段１４の調整と上記絞り弁１６の開度の調整によ
って降圧すべき圧力を調整している。この降圧部Ｃで送液管２中の液体圧が下がれば、液
体中の気体の溶解度が下がるので、液体に溶解していた酸素及び窒素が過飽和のため気泡
となって液体と分離されるとともに、分離された気体は脱気配管１５を介して排気口１７
から排出される。
　このとき、排気口１７を送液管２と脱気配管１５との分岐点よりも上方に位置させてお
けば、この排気口１７から液体が排出されたりしない。
　これにより、タンク１に貯蔵されていた酸素溶存液体中の酸素が、窒素ガスとともに液
体から分離、除去される。また、上記降圧部Ｃの圧力を、送出口３側の負荷圧よりも高め
に設定しておけば、脱酸素液が送液管２を介して送出口３から外部に送ることができる。
【００２２】
　なお、図中、符号１８は上記降圧部Ｃ圧力計であり、その測定値を基に、降圧部Ｃの圧
力を、昇圧部Ｂの圧力よりも低く保つとともに送出口３側の負荷圧よりも高めに保つこと
ができる。
　また、符号１９は液体中の溶存酸素量を測定する溶存酸素計である。
　また、この実施形態では、送液手段として送液ポンプ４を用いているが、例えば、貯蔵
タンク１の位置エネルギーや、水道圧など、処理対象となる酸素溶存液体に十分な圧力が
ある場合には、位置エネルギーを持ったタンクや、水道の蛇口などが送液手段となるもの
で、このときには上記送液ポンプ４を省略することができる。
【００２３】
　上記ようにした第１実施形態によれば、次のような効果を期待できる。
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　送液管２内を通過する液体に、脱酸素用気体を合流させてから、昇圧部を利用して、窒
素ガスを溶解させるのに必要な圧力まで積極的に昇圧しているので、酸素除去率を高める
ことができる。
　また、液体を昇圧させるために、窒素ガスの圧力を必要としないので、窒素ガスの使用
量が少なくて済む。
　さらに、同一の送液管において、脱酸素用気体を合流させる工程と、液体を昇圧する工
程とを連続的に処理できるようにし、連続的に溶存酸素を除去することができる。
【００２４】
　次に、大気下で空気が溶存している水から、窒素ガスの添加後に昇圧を行なわない方法
で、溶存酸素を除去した場合、酸素除去後の水中の溶存酸素量を理論的に算出するととも
に、その後に本願発明との対比をする。
　但し、この計算においては、過飽和の窒素と液体中の溶存酸素との置換は無視している
。
　先ず、空気中の酸素濃度を２０％とすると、大気下で溶解した酸素の分圧は０．２（at
m）であり、従って、処理対象となる未処理水中の溶存酸素量は次の通りとなる。
　なお、分圧とは、ドルトンの法則から、多成分から成る混合気体における圧力（全圧）
に対し、ある成分気体のモル分率を乗じた物理量である。
　上記の条件下での溶存酸素量は、
酸素分圧０．２（atm）×酸素溶解度０．０３１（cm3／cm3）×１０3（cm3）＝６．２（c
m3／L）である。
　同様に未処理水中の窒素溶存濃度は、
　窒素分圧０．８（atm）×窒素溶解度０．０１６（cm3／cm3）×１０3（cm3）＝１２．
８（cm3／L）である。
よって、未処理水中の総気体溶解量は、
酸素溶解量６．２（cm3／L）＋窒素溶解量１２．８（cm3／L）=１９．０（cm3／L）であ
る。
【００２５】
　上記未処理水に対し、窒素ガスを合流させる合流部における圧力を０．２（MＰaＧ）す
なわち３（atm）とし、窒素ガスの添加した後に、昇圧を行なわないものとした場合、水
への窒素溶解量は次の通りとなる。
　窒素分圧３（atm）×窒素溶解量０．０１６（cm3／cm3）×１０3（cm3）＝４８．０（c
m3／L）（大気圧換算）
　従って、この０．２（MＰaＧ）時の総気体溶解量は、
大気圧酸素溶解量６．２（cm3／L）＋０．２（MＰaＧ）時の窒素溶解量４８．０（cm3／L
）=５４．２（cm3／L）である。
　なお、「MＰaＧ」とは、圧力計に表示されるゲージ圧を示したもので、絶対圧力から大
気圧を差し引いた値である。そして、ここでは、絶対圧力「MＰa」と区別している。
【００２６】
　実際には、上記溶解量を上回る窒素ガスを添加したとしても、水に溶解する量はこの量
であり、これを越える量の添加窒素ガスは過飽和となって、水中における気泡となって存
在することとなる。
　窒素ガスの添加後の昇圧はなく、この窒素添加水を大気圧まで減圧すると、酸素分圧が
低下し、溶存酸素のうち、過飽和分の酸素は、過飽和分の添加窒素と共に水中から分離し
排出される。この場合、脱酸素後の脱酸素水の溶存酸素量は次の通りとなる。
　未処理水酸素溶存量６．２（cm3／Ｌ）×{大気圧下総気体溶解量１９．０（cm3／L）÷
０．２（MＰａＧ）時の総気体溶解量５４．２（cm3／L）}=２．１７（cm3／L）である。
【００２７】
　上記脱酸素水の酸素溶存量を質量濃度に換算すると、２．１７（cm3／L）×酸素密度１
．４２９（mg／cm3）×２７３／(２７３＋２０)=２．８８９（mg／L）となる。
　なお、以上の計算で用いた、温度２０℃、大気圧１（atm）下での水に対する酸素溶解
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度、及び、０℃、大気圧１（atm）下での窒素密度は、平成２０年１１月３０日発行の国
立天文台編纂『理科年表』による。
　上記のように、窒素ガスの添加後に昇圧を行なわなかった場合、すなわち、上記昇圧部
Ｂを備えなかった場合には、脱酸素水の溶存酸素量は、２．８８９（mg／L）となる。
【００２８】
　一方、昇圧ポンプ５で積極的に昇圧してから、溶存酸素を除去する上記第1実施形態の
装置を用いた場合の、脱酸素液の溶存酸素量の計算値は、以下の通りである。
　ここでは、図1に示す溶存酸素除去装置を用い、上記した窒素添加後に昇圧をしない場
合と同条件で窒素ガスを合流させる。
　従って、上記合流部Ａにおける圧力は０．２（ＭＰａＧ）で、この時の総気体溶解量は
、
　大気圧酸素溶解量６．２（cm3／L）＋０．２（MＰaＧ）時の窒素溶解量４８．０（cm3

／L）=５４．２（cm3／L）である。但し、上記合流部Ａでは、液体に対して過飽和溶解状
態となる量の窒素ガスを合流させる。例えば、昇圧圧力１（ＭＰａＧ）すなわち約１１（
atm）における飽和溶解量に近い量の窒素ガスを添加するようにする。
　この窒素ガス量は、１（ＭＰａＧ）における飽和溶解量に相当するので、０．２（ＭＰ
ａＧ）である昇圧部Ｂの上流側では、溶解しない窒素ガス気泡が存在している。
　その後、昇圧部Ｂで上記液体を１（ＭＰａＧ）まで昇圧すると、気体の溶解度が上がり
、上記窒素ガスは液体中にほぼ全量溶解するが、このとき、液体中の総気体溶解量は、大
気圧下の酸素溶解量と１（ＭＰａＧ）における窒素溶解量との和で、以下の通りである。
　窒素溶解量は、窒素分圧１１（atm）×窒素溶解量０．０１６（cm3／cm3）×１０３（c
m3）＝１７６（cm3／L）（大気圧換算）である。
　従って、１（ＭＰａＧ）の昇圧部Ｂにおける総気体溶解量は、
大気圧酸素溶解量６．２（cm3／L）＋１（ＭＰａＧ）時の窒素溶解量１７６（cm3／L）＝
１８２．２（cm3／L）である。
　上記のように、合流部Ａの圧力を０．２（ＭＰａＧ）と仮定すると、合流した窒素ガス
は過飽和となり、気泡となって水中に存在するが、その後の昇圧によって窒素分圧が高ま
り完全に溶解する。
【００２９】
　その後、これを脱気タンクなどで大気圧まで降圧すると、酸素分圧が低下し、過飽和分
の酸素は過飽和分の添加窒素と共に排出されることとなり脱酸素が行われる。
　この場合の脱酸素水の溶存酸素量は次の通りである。
　初期の酸素溶存量６．２（cm3／L）×｛（大気圧下総気体溶解量１９．０（cm3／L）÷
１（ＭＰａＧ）時の総気体溶解量１８２．２（cm3／L）｝＝０．６４７cm3／L
　この酸素溶存量を質量濃度に換算すると、０．６４７cm3／L×酸素密度１．４２９mg/c
m3×２７３／(２７３＋２０)＝０．８６１（mg／L）となる。
　従って、上記窒素ガス合流後に昇圧を実施しない場合の酸素溶存量２．８８９（mg／L
）に比べて少なくなり、昇圧によって大幅に脱酸素量が上がることがわかる。
　また、この結果は、表１に示した実験結果からも明らかである。
【００３０】
　次に、実験結果について詳しく説明する。
　上記第１実施形態の溶存酸素除去装置を用いて、液体中の溶存酸素を除去する実験１を
行なった。
実験１
　酸素溶存液体として水道水を用い、図１に示す第１実施形態の装置を用いて脱酸素液と
して送出口３から排出させるための実験を行った。
　なお、未処理の水道水は、含有酸素量が８．５（ｍｇ／Ｌ）、水温が２０（℃）である
。
　このような水道水に対し、上記合流部Ａでの窒素ガスの添加率を１０（％Ｖｏｌ）、１
５（％Ｖｏｌ）、２０（％Ｖｏｌ）の３種類のそれぞれについて、以下の同一の手順で実
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験を行なった。
【００３１】
　水道水は、タンク１に貯蔵してから送液ポンプ４で送液管２に供給するようにし、流量
計９で測定した流量が２００（Ｌ／Ｈ）となるように、送液ポンプ４を制御した。
　また、合流部Ａにおける圧力は、圧力計１０による測定値が０．２（ＭＰａＧ）となる
ように窒素ガスの供給源１１を調整し、昇圧部Ｂでは、圧力計１３で測定される圧力が１
．０（ＭＰａＧ）となるまで、昇圧ポンプ５と圧力調整手段１２を調整して昇圧し、液体
中に窒素ガスを完全に溶解させる。その後、降圧部Ｃで、０．１（ＭＰａＧ）まで、降圧
して、送出口３から脱酸素水を得た。そして、この脱酸素水中の溶存酸素量を、溶存酸素
計１９で測定した。
　その実験結果を表１に示す。
【００３２】
【表１】

【００３３】
　一方、脱酸素用気体の添加後に、昇圧を行なわない溶存酸素除去方法で、上記実験１と
同等量の酸素を除去するためには、液体に対し２０～数百（％Ｖｏｌ）もの脱酸素用気体
である窒素を消費するとされており、本発明においては１０～２０（％Ｖｏｌ）という比
較的少ない窒素量で脱酸素効果が得られていることが分かる。
【００３４】
　図２に示す第２実施形態は、未処理の酸素溶存液体のタンク１から、脱酸素液の送出口
３までの送液管２を第１実施形態よりも長くし、図中に一点鎖線で区画した第１工程部Ｉ
と第２工程部IIとを直列に備えている。
　なお、第２工程部IIにおいて、符号２０は昇圧ポンプ、２１は窒素ガスの供給源、２２
，２３，２８は、圧力計、２５は脱気配管、２６は絞り弁、２７は排気口、２９は圧力調
整手段、３０は溶存酸素計で、第２工程部IIには、脱酸素用気体としての窒素ガスを合流
させる合流部Ａ２と、昇圧部Ｂ２と、降圧部Ｃ２とを備えている。これら合流部Ａ２、昇
圧部Ｂ２、及び降圧部Ｃ２は、第１実施形態の合流部Ａ、昇圧部Ｂ、及び降圧部Ｃと、同
様の構成と機能を有し、各工程部Ｉ、IIの機能は、上記第１実施形態と同様である。
【００３５】
　そのため、この第２実施形態では、送液方向を基準として上流側の第１工程部Ｉで、溶
存酸素を除去された液体が、第２工程部IIへ供給され、再度、合流部Ａ２で、過飽和とな
る量の窒素ガスを合流し、上記昇圧部Ｂ２で昇圧することによって上記窒素ガスが液体中
に溶解し、降圧部Ｃ２で降圧して気液分離した脱酸素液が、送出口３から排出される。上
記第２工程部IIへ、供給される液体は、すでに第１工程部Ｉで溶存酸素を除去しているの
で、第２の降圧部Ｃ２で気液分離され、最終的に送出口３から得られる脱酸素液の溶存酸
素量は、上記第1実施形態の脱酸素液の溶存酸素量よりもさらに少なくなる。
【００３６】
　このような第２実施形態の溶存酸素除去装置の効果を確認する実験２を行った。
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実験２
　この時実験２も、上記実験１と同様の水道水を用い、窒素ガスの添加率を１０（％Ｖｏ
ｌ）、１５（％Ｖｏｌ）、２０（％Ｖｏｌ）の３種類のそれぞれについて、以下の手順で
実験を行なった。
　合流部Ａ及びＡ２における圧力は、圧力計１０及び２２による測定値が０．２（ＭＰａ
Ｇ）となるように窒素ガスの供給源１１，２１を調整し、昇圧部Ｂ及びＢ２では、圧力計
１３、２３で測定される圧力が１．０（ＭＰａＧ）となるまで、昇圧ポンプ５と圧力調整
手段１２、昇圧ポンプ２０と圧力調整手段２４を制御して昇圧して窒素ガスを溶解させる
。その後、降圧部Ｃ及びＣ２では、０．１（ＭＰａＧ）まで、降圧して、送出口３から脱
酸素水を得た。
　そして、送出口３か送出された脱酸素水中の溶存酸素量を、溶存酸素計３０で測定した
。
　その実験結果を表２に示す。
【００３７】

【表２】

【００３８】
　以上のように、合流部、昇圧部、及び降圧部を２段にした第２実施形態の方が、１段の
第１実施形態よりも、脱酸素効果が高まることがわかるが、この段数を、３段以上に増や
せば、より一層、脱酸素効果が高まることは明らかである。
【００３９】
　なお、処理対象となる酸素を溶存した液体は、水に限らず、この発明の溶存酸素除去方
法及び装置を用いれば、さまざまな液体の溶存酸素を効率よく除去することができる。
　また、上記実施形態では、脱酸素用気体として窒素を用いているが、脱酸素用気体とし
ては窒素ガスに限らない。アルゴン、ヘリウムなどの不活性ガスのほか、液体中に溶解し
たときに、原水中の物質と化学反応するようなものでなければ、酸素以外、どのようなも
のでもかまわない。液体の種類によって、最適なガスを選択することができる。
　なお、上記第１、第２実施形態では、合流部Ａ，Ａ２を、昇圧ポンプ５，２０の下流側
の送液管２に設けているが、上記合流部Ａ，Ａ２を昇圧ポンプ５，２０に設けるようにし
てもよい。例えば、ケーシングに脱酸素用気体の供給口を形成したポンプを用いることも
できる。
【産業上の利用可能性】
【００４０】
　この発明は、飲料水や牛乳など、溶存酸素を除去することで品質を維持することができ
る、液状の食品に適用することができる。
　また、ボイラー給水やビル給水などの配管の腐食防止にも利用できる。
【符号の説明】
【００４１】
２　　送液管
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４　　送液ポンプ
５，２０　昇圧ポンプ
１２，２４　圧力調整手段
１４，２９　圧力調整手段
１５，２５　脱気配管
１７，２７　排気口
Ａ，Ａ２　合流部
Ｂ，Ｂ２　昇圧部
Ｃ，Ｃ２　降圧部

【図１】 【図２】
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